
○使用目的のない空家は、この20年で1.9倍、今後も増加。
（1998年）182万戸→（2018年）349万戸→（2030年見込み）470万戸

○除却等のさらなる促進に加え、周囲に悪影響を及ぼす前の
有効活用や適切な管理を総合的に強化する必要。

①空家等活用促進区域 （例）中心市街地、地域の再生拠点、観光振興を図る区域等

・ 市区町村が区域や活用指針等を定め、用途変更や建替え等を促進

⇒安全確保等を前提に接道に係る前面道路の幅員規制を合理化

⇒指針に合った用途に用途変更等する場合の用途規制等を合理化

・ 市区町村長から所有者に対し、指針に合った活用を要請

②財産管理人による所有者不在の空家の処分（詳細は３．③後掲）

③支援法人制度
・ 市区町村長がNPO法人、社団法人等を空家等管理活用支援法人に指定

・ 所有者等への普及啓発、市区町村※から情報提供を受け所有者との相談対応
※事前に所有者同意

・ 市区町村長に財産管理制度の利用を提案

●空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律

背景・必要性

１．活用拡大

①特定空家※化を未然に防止する管理
・ 放置すれば特定空家になるおそれのある空家（管理不全空家）に対し、
管理指針に即した措置を、市区町村長から指導・勧告

・ 勧告を受けた管理不全空家は、固定資産税の住宅用地特例（1/6等に減額）
を解除

②所有者把握の円滑化
・ 市区町村から電力会社等に情報提供を要請

２．管理の確保

窓が割れた
管理不全空家

【目標・効果】
①空家等活用促進区域の指定数： 施行後５年間で100区域
②空家等管理活用支援法人の指定数：施行後５年間で120法人
③市区町村の取組により管理や除却等された管理不全空家及び特定空家数：施行後５年間で15万物件

①状態の把握
・ 市区町村長に報告徴収権（勧告等を円滑化）

②代執行の円滑化
・ 命令等の事前手続を経るいとまがない緊急時の代執行制度を創設

・ 所有者不明時の代執行、緊急代執行の費用は、確定判決なしで徴収

③財産管理人※による空家の管理・処分（管理不全空家、特定空家等）
・ 市区町村長に選任請求を認め、相続放棄された空家等に対応
※所有者に代わり財産を管理・処分。 （注）民法上は利害関係人のみ請求可

３．特定空家の除却等

緊急代執行を要する
崩落しかけた屋根

＜状態＞

空家の発生

管理不全

特定空家

【良】

【悪】

活 用

除却等

悪化の
防止

※周囲に著しい悪影響を及ぼす空家

○所有者の責務強化
・（現行の「適切な管理の努力義務」に加え、）国、自治体の施策に協力する努力義務

法律の概要

令和５年６月１４日公布
令和５年１２月１３日施行



空家等対策の推進に関する特別措置法の改正により、「特定空家等」

に加えて「管理不全空家等」も指導・勧告の対象となりました。 
  

近年、空き家は増加しており、今後も更に増加が見込まれています。こうした状況を

踏まえ、周囲に悪影響を及ぼす前の段階から、空き家の適切な管理を促し、空き家対策

を総合的に強化するため、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が改正されました。 

 

 

 

空き家等の所有者等について、空き家等の適切な管理の努力義務に加え、国または地
方公共団体が実施する空き家等に関する施策に協力する努力義務が追加されました。 

 

 

 

  放置すれば特定空家等になるおそれのある空き家を「管理不全空家等」とし、「特定
空家等」に加えて、管理不全空家等も指導・勧告の対象となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  
 

固定資産税等の住宅用地特例は、居住の用に供する住宅用地について税負担の軽減
を図るために設けられた措置であり、土地が住宅用地に該当する場合には、下記のと
おり、固定資産税等が軽減されます。 

 

 小規模住宅用地 
（200㎡以下の部分） 

一般住宅用地 
（200㎡を超える部分） 

固定資産税の課税標準額 １／６に軽減 １／３に軽減 

都市計画税の課税標準額 １／３に軽減 ２／３に軽減 

 

● 担当 出雲市建築住宅課空き家対策室 電話２１－６２１０ 

固定資産税等の住宅用地特例 

所有者等の責務強化 

「管理不全空家等」の新設

強化 

空き家の発生 

管理不全空家等 

特定空家等 助言・指導 

指導 勧告 

勧告 命令 行政代執行 

新規 

☞ポイント１ 

☞ポイント２ 

＜状態＞ 

【良】 

【悪】 

管理不全空家等 特定空家等 

そのまま放置 
すると倒壊等 
の恐れがある 
状態 

窓や壁が破損
しているなど、
管理が不十分
な状態 

建物の管理について市町村からの指導に従わず、勧告を受けた場合は、固定資産
税等の住宅用地特例が解除され、固定資産税等の軽減が受けられなくなります。 



２－２．改正法の解説～活用拡大②～

空家等管理活用支援法人

○ 市区町村が、空家の活用や管理に積極的に取り組むNPO法人、社団法人等を空家等管理活用支援法人に指定。

空家等管理活用支援法人

市区町村長

空家の所有者・活用希望者

指定対象となり得る法人の取組例

空家所有者に関する
情報の提供

※所有者の同意が必要

●事例１：所有者の相談に応じ、空家の活用を行っている例

築50年以上の空家をシェアハウスにした例

・空家の所有者と活用希望者を
マッチングして、空家活用を推進。

・多様な分野の行政・民間主体と連携
して、空家活用を含むまちづくりの
協議会を開催。

●事例２：所有者の相談に応じ、空家の管理等を行っている例

見回り時の目視点検の様子

・自治体と協定を締結し、空家所有者・
活用希望者の相談窓口を設置。

・所有者から委託を受けて空家の定期的な
見回り等を実施。

・司法書士等の専門家や不動産事業者等と
連携して所有者の相談に対応し、必要に
応じて、不動産事業者等を紹介。

背景・必要性

改正概要 （空家等管理活用支援法人の指定）

○ 所有者が空家の活用や管理の方法、除却に係る情報を容易に入手し、相談できる環境が少ない。

○ 多くの市区町村では、マンパワーや専門的知識が不足しており、所有者への働きかけ等が十分にできない。

指
定
・監
督

＜支援法人が行う業務（例）＞

・所有者・活用希望者への情報の提供や相談
・所有者からの委託に基づく空家の活用や管理
・市区町村からの委託に基づく所有者の探索
・空家の活用又は管理に関する普及啓発 等

業
務
実
施

➡ 空家の活用・管理に係る相談や所有者と活用希望者のマッチング等を行う主体が活動しやすい環境を整備する必要。

【改正法第23条～第28条】

23

空家の財産管理人の
選任請求や、空家等
対策計画の策定等に
係る提案が可能



２－１．改正法の解説～活用拡大① ～

空家等活用促進区域（その１）

○ 市区町村は、中心市街地や地域再生拠点等の区域のうち、空家の分布や活用の状況等からみて、空家の活用が必要と認める区域を、
「空家等活用促進区域」として区域内の空家の活用指針とともに「空家等対策計画」に定め、規制の合理化等の措置を講じることができる。

○ 区域内では、活用指針に合った空家活用を市区町村長から所有者に要請することが可能（要請時には、市区町村長は、必要に応じて
当該空家の権利の処分に係るあっせん等を行うよう努める）。

背景・必要性

改正概要① （空家等活用促進区域の指定）

○ 中心市街地や地域再生拠点など、地域の拠点となるエリアに空家が
集積すると、当該地域の本来的機能を低下させるおそれ。

○ また、古い空家を活用する上で、建築基準法等の規制がネックになっ
ているケースもある。

出典：R3年度「今後の空家等対策に関する取組の検討調査」結果

空家の一定の地域への集中状況 (N=969)

集中なし
630市区町村(65.0%)

わからない
105市区町村(10.8%)

集中あり
232市区町村(23.9%)

「具体的に集中している地域」は、中心市街地（41％）、
中山間地域（22％）等

➡ 市区町村が重点的に空家の活用を図るエリアを定め、規制の合理化等に
より空家の用途変更や建替え等を促進する必要。

〔空家等活用促進区域として指定されることが想定される区域〕 【改正法第７条第３項第１号～第５号】

・中心市街地 （中心市街地の活性化に関する法律第２条）
例：空家等を商店街の店舗として活用することにより、中心市街地がエリアとして有する商業機能・都市機能の向上を図る。

・地域再生拠点 （地域再生法第５条第４項第８号）
例：空家等を移住者用交流施設として活用することにより、移住ニーズに対応し、生活サービスの維持・確保等を図る。

・地域住宅団地再生区域 （地域再生法第５条第４項第１１号）
例：空家等をスタートアップ企業によるオフィス使用や、ネット通販の配送拠点として活用することにより、地域コミュニティの維持を図る。

・歴史的風致の維持・向上を図るための重点区域 （地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第２条第２項）
例：空家等を周囲の景観と調和する形で観光施設として活用することにより、観光振興や、歴史的風致の維持を向上を図る。

・上記のほか、市区町村における経済的社会的活動の拠点としての機能を有する区域として省令で定める区域

【改正法第７条第３項、第４項】

【改正法第16条第１項、第２項】

14



２－１．改正法の解説～活用拡大① ～

空家等活用促進区域（その２）

＜現行＞
建築物の敷地は、幅員４ｍ以上の道路に２ｍ以上接して
いないと建替え、改築等が困難※1。

※1 個別に特定行政庁（都道府県又は人口25万人以上の市等）の許可等を受
ければ建替え等が可能だが、許可等を受けられるかどうかの予見
可能性が低いこと等が課題。

＜改正後＞
市区町村が活用指針に定めた「敷地特例適用要件」※2に
適合する空家は、前面の道が幅員４ｍ未満でも、建替え、
改築等が容易に。

※2 市区町村が特定行政庁と協議して、安全性を確保する観点から、
省令で定める基準を参酌して、活用指針に規定。

用途地域に応じて建築できる建築物の種類に制限※3。

※3 個別に特定行政庁の許可を受ければ、制限された用途以外の用途への変更
が可能だが、許可を受けられるかどうかの予見可能性が低いことが課題。

＜現行＞

＜改正後＞

市区町村が活用指針に定めた「用途特例適用要
件」※4に適合する用途への変更が容易に。

（例）第一種低層住居専用地域で空家
をカフェとして活用することが容易に。

【接道義務を満たさない（幅員4m未満の道に接している）敷地のイメージ】

※4 市区町村が特定行政庁と協議し、特定行政庁の同
意を得て設定。

接道規制の合理化＜建築基準法関係＞ 用途規制の合理化＜建築基準法関係＞

市街化調整区域内の用途変更＜都市計画法関係＞

空家活用のための用途変更の許可に際して都道府県知事が配慮※5。

※5 空家等活用促進区域に市街化調整区域を含める場合には、都道府県知事と協議。

改正概要② （空家等活用促進区域内で市区町村が講じることのできる規制の合理化等）

○ 空家等活用促進区域内では、次のような規制の合理化等の措置を講じることができる。

【改正法第７条第５項、第６項、第９項、第17条第１項】 【改正法第７条第５項、第９項、第10項、第17条第２項】

【改正法第７条第８項、第18条第１項】

「燃えにくい構造の建築物とすること」、「一定規模以下の住
宅など多数の避難者が発生するおそれが少ない建築物で
あること」等を検討中。

＜現行＞

＜改正後＞

市街化調整区域内では、用途変更に際して都道府県知事の許可が必要。

４
ｍ
未
満
の
道
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４－３． 改正法の解説～特定空家の除却等～

財産管理人による空家の管理・処分

＜現行＞
・民法では、土地・建物等の所有者が不在・不明である場合等に、利害関係人の請求により裁判所が選任した
「財産管理人」が管理や処分を行うことができる制度が定められている（財産管理制度）。

財産管理人による空家の管理・処分【管理不全空家、特定空家等】

利害関係人
選任請求

相続放棄・所有者不明等の空家

修繕・処分

市区町村

裁判所

財産管理人

〔財産管理人選任の申立てイメージ〕

【改正法第14条】

＜改正後＞
・「財産管理人」の選任請求権は、民法上は利害関係人に限定されているが、空家等の適切な管理のために特
に必要があると認めるときには、市区町村長も選任請求可能。

●所有者が従来の住所又は居所を去り、容
易に戻る見込みがない場合

➡ 不在者財産管理制度 （民法第25条）
【改正法第14条第１項】

●相続人のあることが明らかでない場合 ➡ 相続財産清算制度 （民法第952条）

【改正法第14条第１項】

●所有者を知ることができず、又はその所在
を知ることができない場合

➡ 所有者不明建物管理制度 （民法第264条の８）
【改正法第14条第２項】

●所有者による管理が適切でなく、他人の権
利が侵害され、又はそのおそれがある場合

➡ 管理不全土地・建物管理制度 （民法第264条の９、264条の14）

【改正法第14条第３項】

28※所有者不明土地管理制度は、所有者不明土地法に基づいて市区町村が活用する（所有者不明土地管理人の選任を裁判所に請求する）ことが可能（所有者不明土地法第42条第２項）


